
２０２6 年度行政事業レビューシート 概要 

１．特定個人情報の適正な取扱いの推進に必要な経費 

 

（１）事業の目的 

 

・継続的に、国の行政機関等、地方公共団体等や事業者における特定個人情報の適正な取扱いがなされる

ための監視・監督活動を行い、マイナンバー(個人番号)制度の安心•安全及び国民の信頼を確保する。 

・評価実施機関における保護評価制度の適切な運用の確保により、特定個人情報の適正な取扱いを促すとと

もに、国民からの信頼の確保を図る。 

・「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（以下「マイナンバー法」とい

う。）第９条第２項の地方公共団体が条例で定める事務（以下「独自利用事務」という。）の情報連携の活用によ

り、地方公共団体の行政手続における添付書類を削減し、国民の利便性を向上させる。 

 

（２）現状・課題 

実施した立入検査においても、国の行政機関等、地方公共団体等における安全管理措置について、改善

を要する事項が複数認められた。そのため、今後も立入検査を実施するとともに、安全管理措置等に関する周

知・広報を積極的に行うことで、国の行政機関等、地方公共団体等、事業者における安全管理措置の底上げ

を図る必要がある。 

保護評価については、引き続きマイナンバー法の趣旨と規定に則った運用を行うほか、同法第 27 条第２項

の規定に基づく次回の特定個人情報保護評価指針（平成 26 年特定個人情報保護委員会告示第４号。以下

「評価指針」という。）の見直しに向けて準備を進める。 

独自利用事務の情報連携については、制度を活用していない地方公共団体もあり、その更なる活用促進を

図る必要がある。 

 

（３）事業の概要 

・国の行政機関等、地方公共団体等及び事業者における特定個人情報の取扱いに係る監視・監督権限を一

元的に所掌する委員会として、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、適切かつ効率的•効果的な監

視・監督活動を行う。また、必要に応じてガイドライン等の改正を行うとともに、安全管理措置に関する周知広

報に積極的に取り組むほか、地方公共団体等に対しインシデント訓練を実施することにより、インシデントに対

する組織的対応力を向上させ、安全管理措置の実質的な確保を図る。 

・保護評価について、評価実施機関による保護評価の適切な実施を図るため、保護評価に係る規則や指針の

策定を行うほか、評価実施機関が作成した評価書の承認等を行うとともに、ウェブサイトで国民による評価書の

閲覧を可能にする。 

・独自利用事務の情報連携に係る届出を受け付け、内閣総理大臣に通知するとともに、地方公共団体におけ

る独自利用事務の情報連携の活用を促進する。 

  

資料１ 

1/15



（４）予算・執行 

 ① 予算額執行額表                                              （単位：千円） 

年度 2023 2024 2025 2026 2027 

要求額 177,921 225,000 208,071 171,242 - 

当初予算 175,000 180,816 182,907 147,242 - 

補正予算 47,000 24,000 - - - 

前年度から 

繰越し 
- - - - - 

予備費等 - - - - - 

計 222,000 204,816 182,907 147,242 - 

執行額 202,652 152,663 140,606 - - 

執行率 91.3% 74.5% 76.9% - - 

 

② 予算内訳表                                                  （単位：千円） 

会計区分 会計 勘定 要望額 備考 

一般会計 一般会計 - - - 

  

予算種別/歳出予算項目【当初予算】 備考 予算額 翌年度要求額 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/個人情報保護業務庁費 
- 140,061 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/職員旅費 
- 6,345 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/委員等旅費 
- 836 - 
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１．特定個人情報の適正な取扱いの推進に必要な経費 効果発現経路（活動・成果目標等のつながり）
【２０２６年度予算：１７１，２４２千円】

101: アクティビティ

特定個人情報の適正な取
扱いを推進するため、地
方公共団体に対し、特定
個人情報等の取扱いに関
するインシデント発生時
の対応訓練を行う。

102: アクティビティ

特定個人情報の適正な取
扱いを確保するため、国
の行政機関等、地方公共
団体等に対して立入検査
を実施する。

アクティビティ

301: 短期アウトカム

インシデント訓練の参加団体におけるインシデントに対
する組織的対応力の向上

【成果指標】インシデント訓練を契機として、１年以内
に自団体におけるインシデント対応に関して運用改善等
の見直しにつながる取組(内部規程の見直し•検討、研修
の実施•関係部署等との情報共有等)を実施した新規参加
団体の割合

302: 短期アウトカム

国の行政機関等、地方公共団体等における安全管理措置
の底上げ

【成果指標】「特定個人情報の取扱いの状況に係る地方
公共団体等による定期的な報告」の結果における、「ロ
グの分析等」の項目について「実施している」又は「実
施予定」と回答した団体の割合

303: 短期アウトカム

国の行政機関等における特定個人情報の漏えい等の発生
の未然防止

【成果指標】国の行政機関等における特定個人情報の漏
えい等事案のうち報告対象事態の件数

501: 長期アウトカム

地方公共団体におけるインシデントに対する組織的対応力の向上

【成果指標】参加団体のうち過去に本訓練への参加実績がある団体
（※）について、評価結果成績(点数)が前回参加時の評価結果成績よ
り10％以上向上した団体の割合

※具体的には過去３年に本訓練への参加実績があり、かつ、前回訓練
得点率７割以下の団体を対象としている。

502: 長期アウトカム

国の行政機関等、地方公共団体等における安全管理措置の底上げ

【成果指標】国の行政機関等及び地方公共団体等における報告対象事
態に該当する漏えい等報告の件数

503: 長期アウトカム

評価実施機関における特定個人情報の取扱いについて、国民・住民か
らの信頼の確保に貢献する。

【定性的なアウトカ厶に関する成果実績】
2025年度においては、評価実施機関である行政機関の長等から10件の
全項目評価書の提出を受け、内容について審査を行った上で、全件の
承認を行った。個人情報保護委員会の承認対象ではない特定個人情報
保護評価書についても、必要に応じて記載方法に関する助言を行って
いる。

【成果指標】―
（全項目評価書の質の維持•向上について、定量的な評価になじまない
ため。なお、全項目評価書の承認件数は、行政機関等においてマイナ
ンバーを取り扱う事務の開始•変更の数によって増減する他律的なもの
であるため、定量的な成果指標として設定することはできない。）

短期アウトカム 中期アウトカム 長期アウトカム

202: アウトプット

国の行政機関等、地方公共団体等に対する立入検査の
実施

【活動指標】立入検査の実施件数

203: アウトプット

全項目評価書の承認

【活動指標】全項自評価書の承認状況

アウトプット

201: アウトプット

地方公共団体に対するインシデント訓練の実施

【活動指標】地方公共団体に対して実施するインシデ
ント訓練の新規参加団体数

204: アウトプット

未活用団体等への訪問

【活動指標】未活用団体等への訪問数

103: アクティビティ

全項目評価書の審査•承認

104: アクティビティ

独自利用事務の情報連携
の活用促進のため、未活
用団体等への訪問により
制度利用の促進や聞き取
りを実施する。

504: 長期アウトカム

有効届出件数の増加

【成果指標】有効届出件数

２０２６年度行政事業レビューシート 概要

2023 24 25 26

目標値(件) 32 110 110 110

実　績(件) 132 139 106 -

2023 24 25 26

目標値(件) 55 55 55 55

実　績(件) 52 46 46 -

2023 24 25 26

目標値(件) 0 0 0 0

実　績(件) 10 9 10 -

2023 24 25 26

目標値(件) 4 4 5 5

実　績(件) 5 5 5 -

2023 24 25 26

目標値(％) 100 100 100 100

実　績(％) - 100 99 -

達成率(％) - 100 99 -

2023 24 25 26

目標値(％) 100 100 100 100

実　績(％) 98.1 96.1 - -

達成率(％) 98.1 96.1 - -

2023 24 25 26

目標値(件) - 0 0 0

実　績(件) 4 0 3 -

達成率(％) - 100 0 -

2024 25 26 27 28

目標値(％) 100 100 100 100 100

実　績(％) 60 93 - - -

達成率(％) 60 93 - - -

2023 24 25 26 27 28

目標値(件) 0 0 0 0 0 0

実　績(件) 26 9 7 - - -

達成率(％) 0 0 0 - - -

2023 24 25 26 27

目標値(件) 9,700 - - - 13,800

実　績(件) 11,135 12,999 13,327 - -

達成率(％) 114.8 - - - -3/15



２０２6 年度行政事業レビューシート 概要 

２．個人情報の適正な取扱いに関する広報・啓発に必要な経費 

 

（１）事業の目的 

当事業は、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。）に基づき、個人情報の保護

及び適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資

するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するための広報及び啓

発を行うことを目的とする。 

 

（２）現状・課題 

「2025 年度中小規模事業者における個人情報等の安全管理措置に関する実態調査」(2026 年 3 月公表)

では、個人情報の取扱いに関する課題として、「何をしてよいか分からない」及び「個人情報保護法等（ガイドラ

インを含む。）の理解不足」がそれぞれ約４割となっており、「個人情報保護法等に係る理解が不足しているた

め、具体的に何をしてよいかが分からない状況にあることがうかがわれる」としている。また、2025 年度に実施し

た国民に対するアンケート調査では、個人情報保護法の内容を認知している者(名称は知っており、内容も大

体は知っている者)は約２割にとどまっている。個人情報の保護やその適正かつ効果的な利活用は、個人の権

利利益の保護や新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであっ

て、年代や性別にかかわらず国民一人ひとりの生活に直結する重要な課題である。このため、幅広く国民等に

対しては、SNS・動画配信等を含めた多様な媒体を活用した分かりやすい情報発信により、個人情報に関する

正しい知識の普及と意識付けを図る必要がある。特にこどもに対しては、個人情報の重要性を正しく理解し、

自らの権利を守る力を身に付けられるよう、学校教育と連携した啓発・教育を積極的に推進していく必要があ

る。また、個人情報を取り扱う事業者・行政機関等に対しては、適正な取扱いの確保に向けた啓発・研修を継

続的に実施する必要がある。 

 

（３）事業の概要 

「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活

の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」という

個人情報保護法の目的に鑑み、個人情報の保護及び利活用並びに委員会の活動に関する国民の理解の促

進を図るため、個人情報保護制度、委員会が発出した注意喚起、特殊詐欺をはじめ個人情報に関連して発生

し得るリスク等を紹介するリーフレット、マンガ、動画等の各種広報資料を作成し、委員会ウェブサイト、公式

SNS（X、YouTube チャンネル等）、インターネット広告など多様な媒体や手法により積極的かつタイムリーな情

報発信を行う。こどもに対しては、出前授業への講師派遣の実施をはじめ学校教育と連携した啓発・教育を推

進する。個人情報を取り扱う事業者・行政機関等に対しては、適正な取扱いの確保に向け、制度そのもの及び

運用上のポイント等についての説明会等への講師派遣を実施する。 
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（４）予算・執行 

 ① 予算額執行額表                                              （単位：千円） 

年度 2023 2024 2025 2026 2027 

要求額 170,269 123,000 155,002 157,504 - 

当初予算 124,000 132,318 126,717 119,929 - 

補正予算 - - - - - 

前年度から 

繰越し 
- - - - - 

予備費等 - - - - - 

計 124,000 132,318 126,717 119,929 - 

執行額 92,210 103,747 108,952 - - 

執行率 74.4% 78.4% 86.0% - - 

 

② 予算内訳表                                                  （単位：千円） 

会計区分 会計 勘定 要望額 備考 

一般会計 一般会計 - - - 

 

予算種別/歳出予算項目【当初予算】 備考 予算額 翌年度要求額 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/個人情報保護業務庁費 
- 116,964 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/職員旅費 
- 1,678 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/委員等旅費 
- 1,238 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/諸謝金 
- 49 - 
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２．個人情報の適正な取扱いに関する広報・啓発に必要な経費 効果発現経路（活動・成果目標等のつながり）
【２０２６年度予算：１５７，５０４千円】

101: アクティビティ

個人情報取扱事業者等に
対する説明会等について、
講師派遣を実施する。

102: アクティビティ

委員会ウェブサイトによ
る情報発信を行う。

アクティビティ

301: 短期アウトカム

説明会に対する理解度を高める。

【成果指標】説明内容を「よく理解できた」又は「ある程度理解でき
た」と回答した者の割合

302: 短期アウトカム

委員会ウェブサイトのページビュー数を増加させる。
※前年度以前の３年平均以上とする。
※2023年度の目標値は当該年度の前年度以前の２年平均
※2024年度の目標値は当該年度の前年度の105％
※2025年度までのシートでは月平均値としていたが、

2026年度のシートから年合計値とした。

【成果指標】委員会ウェブサイトのページビュー数

303: 短期アウトカム

広報•啓発動画の視聴回数を増加させる。
※前年度以前の３年平均以上とする。
※2026年度の目標値は当該年度の前年度以前の２年平均以上
※2025年度の目標値は当該年度の前年度実績以上

【成果指標】公式YouTubeチャンネルにおける広報•啓発動画の視聴回数

501: 長期アウトカム

個人情報保護制度の理解を深める

【定性的なアウトカ厶に関する成果実績】
①制度の理解度に関する実績
説明会等でのアンケートにおいて、説明内
容を「よく理解できた」又は「ある程度理
解できた」と回答した者の割合が直近３年
間で継続して90％以上を維持している。
②広報活動の浸透に関する実績
ウェブサイトのページビュー数が各年度の
目標値を上回る水準で推移しており、制度
に関する情報へのアクセスが継続的に増
加・維持している。
公式YouTubeチャンネルの広報・啓発動画
の視聴回数が大幅に増加しており、より多
くの国民が自発的に制度を学ぶ機会が拡大
している。
③教育現場への浸透に関する実績
出前授業の申込み件数が増加傾向にあり、
学校教育を通じた制度理解の普及が進んで
いる。

【成果指標】―
（個人情報保護制度の理解の促進の度合を
定量的に測定することは困難であるた
め。）

短期アウトカム 中期アウトカム 長期アウトカム

202: アウトプット

委員会ウェブサイトでの情報発信

【活動指標】委員会ウェブサイトの更新件数

203: アウトプット

広報•啓発動画の作成

【活動指標】広報•啓発動画の作成本数

アウトプット

201: アウトプット

説明会等への講師派遣の実施

【活動指標】説明会等への講師派遣の実施件数

204: アウトプット

出前授業への講師派遣の実施

【活動指標】出前授業への講師派遣の実施件数

103: アクティビティ

個人情報の適正な取扱い
に関する動画を配信する。

104: アクティビティ

小中学生を対象とした出
前授業について、講師派
遣を実施する。

304: 短期アウトカム

出前授業に対する理解度を高める。

【成果指標】授業後の簡易テストで80点以上を獲得した者の割合

２０２６年度行政事業レビューシート 概要

2023 24 25 26 27

目標値(件) 148 132 141 145 145

実　績(件) 132 141 161 - -

2023 24 25 26 27

目標値(回) 346 344 365 365 365

実　績(回) 355 391 349 - -

2023 24 25 26 27

目標値(本) 7 14 21 20 20

実　績(本) 26 24 40 - -

2023 24 25 26 27

目標値(件) 4 4 51 47 47

実　績(件) 4 51 85 - -

2023 24 25 26

目標値(％) - 90 90 90

実　績(％) 95 91 91 -

達成率(％) - 101.1 101.1 -

2023 24 25 26

目標値(回) 16,553,000 26,899,000 26,195,000 26,615,000

実　績(回) 25,618,118 27,313,656 26,911,825 -

達成率(％) 154.8 101.5 102.7 -

2023 24 25 26

目標値(回) - - 54,990 251,000

実　績(回) - 54,990 447,845 -

達成率(％) - - 814.4 -

2023 24 25 26

目標値(％) - - 90 90

実　績(％) - - 95 -

達成率(％) - - 105.6 -
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２０２6 年度行政事業レビューシート 概要 

３．個人情報の適正な取扱いに関する国際協力に必要な経費 

 

（１）事業の目的 

当事業は、「個人情報の保護に関する法律」（以下「個人情報保護法」という。）に基づき、「個人情報の適正

かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもの

であることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ための事業である。 

 

（２）現状・課題 

個人情報を含むデータの安全・円滑な越境流通の重要性が更に増す中、日本政府は、2019 年に「信頼性

のある自由なデータ流通（Data Free Flow with Trust：DFFT）を提唱し、政府全体として推進している。特に、

個人情報保護及びプライバシーの分野における国際的な DFFT の推進及び具体化について、日本では委員

会が中心となって取り組んできている。こうした中、委員会は、排他的なアプローチには与せず、関係各国及

び地域の多様な個人情報保護制度や国際枠組みを尊重し、かつ、事業者のニーズを勘案しながら、相互運

用性のある国際環境の実現を目指している。 

 

（３）事業の概要 

 主要な取組分野として、個人情報を安全・円滑に越境移転することができる国際環境の構築、関係各国及び

地域との国際的な協力関係の強化及び新たな構築、国際動向の把握と情報発信に努め、それを支える取組

である国際業務体制の基盤強化及び国際業務に従事する職員の人材育成を行う。 

 

（４）予算・執行 

① 予算額執行額表                                              （単位：千円） 

年度 2023 2024 2025 2026 2027 

要求額 387,077 308,000 275,473 305,745 - 

当初予算 263,000 273,889 210,040 180,018 - 

補正予算 - - - - - 

前年度から 

繰越し 
- - - - - 

予備費等 - - - - - 

計 263,000 273,889 210,040 180,018 - 

執行額 194,372 181,798 95,475 - - 

執行率 73.9% 66.4% 45.5% - - 
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② 予算内訳表                                                  （単位：千円） 

会計区分 会計 勘定 要望額 備考 

一般会計 一般会計 - - - 

  

予算種別/歳出予算項目【当初予算】 備考 予算額 翌年度要求額 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/個人情報保護業務庁費 
- 122,654 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/職員旅費 
- 42,953 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/委員等旅費 
- 13,151 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/世界プライバシー会議分担金 
- 998 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/国際機関等拠出金 
- 228 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/諸謝金 
- 34 - 
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３．個人情報の適正な取扱いに関する国際協力に必要な経費 効果発現経路（活動・成果目標等のつながり）
【２０２６年度予算：３０５，７４５千円】

101: アク
ティビティ

外国機関との
間の、また国
際機関におけ
る、個人情報
を安全• 円滑
に越境移転す
ることができ
る国際環境の
構築について
の協議等

102: アク
ティビティ

委員会ウェブ
サイト等にお
ける収集した
情報の発信

アクティビティ

301: 短期アウトカム

ＡＰＥＣ ＣＢＰＲシステムの普及促進（認証取得
企業数の増加）

【成果指標】ＡＰＥＣ ＣＢＰＲ認証取得企業数
(累計)

303: 短期アウトカム

国際動向の把握と、国境を越えて活動する事業者
による、委員会が収集した情報の活用

【成果指標】委員会ウェブサイト「国際関係」へ
のアクセス数

304: 短期アウトカム

関係各国•機関とのＭＯＣ等の締結数の増加

【成果指標】ＭＯＣ等の締結数

短期アウトカム 長期アウトカム

202: アウトプット

委員会ウェブサイトでの情報発信等

【活動指標】委員会ウェブサイト「国際関
係」情報掲載のための更新件数

203: アウトプット

外国機関等との対話

【活動指標】外国機関等との対話件数

アウトプット

201: アウトプット

国際会議への出席、外国機関等との対話

【活動指標】国際会議への出席件数、外国
機関等との対話件数

103: アク
ティビティ

Ｇ７等の国際
的枠組みを通
じた外国機関
等との間の協
力関係構築

503: 長期アウトカム

国境を越えた執行協力体制の強化

【定性的なアウトカ厶に関する成果実績】
・2025年６月、「第５回Ｇ７データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブル」に手塚悟委員長が参加し、コミュニケ及び「プライバシーの優先による責任あるイノベーションの推進及びこどもの保護に関する声明」の
採択に係る議論において、意見を発信する等、積極的に貢献した。また、同年12月、「第５回Ｇ７データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブルフォローアップ会合」に手塚悟委員長が参加し、こどものプライバシー
保護等Ｇ７各国のデータ保護機関における優先事項について議論するとともに、米国連邦取引委員会（Federal Trade Commission：ＦＴＣ）と共同議長を務める「執行協力作業部会」において、委員会が作成を主導した
執行事例共有フォーマットについてのプレゼンテーションを行い、同作業部会の成果物として採択された。同会合で採択された2026年の行動計画には、同フォーマットの活用及び他のフォーラムへの紹介等の取組が記載
された。
・2025年９月、韓国において開催された「第47回世界プライバシー会議（Global Privacy Assembly：ＧＰＡ）年次総会」に手塚悟委員長等が参加し、データ越境移転をテーマとしたパネルセッションでは、浅井祐二委員
（当時）が、ＤＦＦＴの具体化に向けた取組として、相互認証の枠組みや企業認証制度を取り上げながら、相互運用性拡大に向けた越境移転を図る枠組みの普及促進の重要性について発信するとともに、ターゲティング
広告をテーマとしたパネルセッションでは、石井夏生利専門委員が、ターゲティング広告がアプリケーションやウェブサイトの広告主等も関与する複雑な仕組みで成り立つ中、利用者に対する潜在的リスクや影響といっ
た情報提供が不十分である点を指摘し、日本の個人情報保護制度等を説明しつつ、インターネット利用者への啓発の重要性や課題等について発信した。また、同年５月以降、ＧＰＡ内の「プログラムアドバイザリーコ
ミッティ」等に参加し、最新の国際動向の把握に努めた。
・2025年６月に開催された「第63回アジア太平洋プライバシー機関（Asia Pacific Privacy Authorities：ＡＰＰＡ）フォーラム」では、パネルセッションにおいて、浅井祐二委員（当時）が、個人情報保護法のいわゆ
る３年ごと見直し規定に基づく検討状況について積極的に情報発信するとともに、各加盟国による進捗報告において、中湊晃専門委員が、ＤＦＦＴ推進のための委員会の施策について説明した。また、同年11月にマカオ
において開催された「第64回ＡＰＰＡフォーラム」では、越境データ移転をテーマとしたパネルセッションにおいて、浅井祐二委員（当時）が、相互運用可能な越境データ移転環境の実現の重要性や、ＡＳＥＡＮを中心
としたアジア太平洋地域におけるＤＦＦＴパッケージ協力の推進について発信するとともに、各加盟国による進捗報告において、中湊晃専門委員が、日本の執行状況や個人情報の不適正利用を行う事業者に対する行政上
の措置を実施した事案について説明した。なお、同年４月以降、ＡＰＰＡフォーラム内の「ＡＰＰＡガバナンス委員会」や「ＡＰＰＡ技術ワーキンググループ」等に継続的に参加し、同フォーラムの円滑な運営等に貢献
するとともに、最新の国際動向やプライバシー強化技術（Privacy Enhancing Technologies：ＰＥＴｓ）等を含む各国の取組状況の把握等にも努めた。
・2025年４月及び10月、欧州委員会が主催する「安全なデータ流通に関するハイレベル・ラウンドテーブルフォローアップ会合」に参加し、他法域に影響を及ぼし得るデータ漏えい事案に係る経験共有をテーマとした議
論や、プライバシー・データ保護法執行当局ネットワーク間の対話及び協力の推進をテーマとした議論に参画した。同年６月、英国情報コミッショナーオフィス（Information Commissioner's Office：ＩＣＯ）が主催す
る「被十分性認定国ラウンドテーブル」に大島周平委員（当時）が参加し、同年９月、韓国において、同ラウンドテーブルに浅井祐二委員（当時）が参加し、十分性認定の主体である欧州委員会への関与等について議論
を行った。同年12月、ＥＤＰＢが主催する「十分性認定国データ保護当局会議」に大島周平委員（当時）が参加し、ＥＤＰＢの業務に関する優先事項や執行等に関する多国間協力について議論を行った。

また、同年７月、シンガポールにおいて、シンガポールＰＤＰＣが主催する「個人情報保護ウィーク2025会合」に参加するとともに、この機会に際し、同月にプライバシー専門職国際協会（International Association 
of Privacy Professionals：ＩＡＰＰ）が主催する「ＩＡＰＰアジア2025・プライバシーフォーラム」に、また同月にCentre for Information Policy Leadership（ＣＩＰＬ）が主催するサイドイベントに参加し、生成
ＡＩやプライバシー強化技術（Privacy Enhancing Technologies：ＰＥＴｓ）に関する各国の取組状況やＡＳＥＡＮにおける越境データ移転の促進に関する動向等を聴取した。ＣＩＰＬ主催のサイドイベントでは、浅井
祐二委員（当時）が登壇し、日本におけるＡＩの安全性及び透明性の確保のための対応について発信した。

同年９月、計７つの国及び地域のデータ保護機関のコミッショナー級を招き、日本において、一般社団法人次世代基盤政策研究所と「信頼性のある自由なデータ流通とデータスペース国際会議」を共催した。同会議で
は手塚悟委員長が登壇し、委員会の国際活動について発信した。
・2025年６月、委員会とカナダプライバシーコミッショナーのフィリップ・デュフレーヌ委員との間で、個人情報保護に関する協力覚書（Memorandum of Cooperation：ＭＯＣ）に向けた協議を開始することに合意した。
その後、両者間で検討作業を進め、同年12月、手塚悟委員長が、同委員と署名式を執り行い、委員会と同コミッショナーとの間で同ＭＯＣを締結した。また、同年９月に韓国において、10月にフィリピンにおいて、11月
にマカオにおいて、フィリピン国家プライバシー委員会（The National Privacy Commission：ＮＰＣ）と会談し、同年９月に韓国において、11月にはマカオにおいて、韓国個人情報保護委員会（The Personal 
Information Protection Commission：ＰＩＰＣ）と会談し、同月にマカオにおいて、シンガポールＰＤＰＣと会談し、それぞれ、ＭＯＣ締結に向けた今後の協力の進め方等について意見交換を行った。さらに、同年10月、
日本において、タンザニア個人データ保護委員会（The Personal Data Protection Commission in the country：ＰＤＰＣ）と両国の組織概要や法制度について意見交換を行った。

【成果指標】―
（Ｇ７等の国際的枠組みを通じた外国機関等との間の協力関係構築について、外国の国際機関等との議論の進埗やその議論の結果に依存するものであることから、定量的な評価を実施することが困難であるため。）

２０２６年度行政事業レビューシート 概要

302: 短期アウトカム

グローバルＣＢＰＲシステムの普及促進（参加
国・地域数の増加）

【成果指標】グローバルＣＢＰＲ参加国・地域数
(累計)

501: 長期アウトカム

ＤＦＦＴ推進の観点から個人情報を安全・円滑に越境移転することができる国際環境の構築

【定性的なアウトカ厶に関する成果実績】
・2019年１月に発効した、日ＥＵ間の相互認証による円滑な個人データ移転を図る枠組み(日本においては、個人情報保護法第28条に基づく外国指定、ＥＵにおいては、一般データ保護規則(General Data Protection 
Regulation：ＧＤＰＲ)第45条に基づく十分性認定)について、2025年９月、日本において、手塚悟委員長と欧州委員会マイケル・マグラー委員が会談を行い、「学術研究分野における協議が成功裏に終了したことを歓迎す
るとともに、公的部門への十分性認定の対象範囲の拡大に関する協議を更に強化することを決定し、この共同作業の進捗を年末までに確認する」旨の共同プレス・ステートメントを発表した。同プレス・ステートメントを
受け、同年12月、欧州委員会司法・消費者総局（Directorate-General for Justice and Consumers：ＤＧ ＪＵＳＴ）と公的部門に係る協議の進捗状況について意見交換を行った。
・また、2025年９月、日本において、手塚悟委員長及び大島周平委員が欧州データ保護会議（European Data Protection Board：ＥＤＰＢ）アヌ・タルス議長と面会し、日ＥＵ間の相互認証の進展やＥＤＰＢが主催する
「十分性認定国データ保護当局会議」の議題案等について意見交換を行うとともに、ＧＤＰＲの簡素化に関する欧州での議論状況について説明を受けた。
・くわえて、ＥＵと同様に英国との間でも、2024年８月から、日英間の相互認証の枠組みについて、学術研究分野及び公的部門への対象範囲拡大に関する協議を行っており、2025年４月、英国において、大島周平委員と英
国科学・イノベーション・技術省（Department for Science, Innovation and Technology：ＤＳＩＴ）クリス・ブライアント閣外大臣が会談を行い、「協議が着実に進行していることを歓迎し、拡大後の枠組みが2026年
春までに実現することを目標として作業を加速させる」旨の共同プレス・ステートメントを発表した。
・一定の個人情報保護に係る要件を満たしている企業を国際的に認証する制度であるＣＢＰＲシステムについて、日本を含む有志国及び地域は、2022年４月、グローバルＣＢＰＲフォーラムの設立宣言を行った。それ以来、
同フォーラムは、より広範囲での個人データの円滑な越境移転を目的として新たな企業認証制度の確立に向けた取組を行い、2025年６月、グローバルＣＢＰＲシステムの運用を開始し、認証機関によるグローバルＣＢＰＲ
システム認証の付与が始まった。これに伴い、日本においても、同フォーラムから認証機関として承認されている一般財団法人日本情報経済社会推進協会が、同システムの認証の付与を開始している。また、同システムの
普及促進活動の一環として、同年10月、フィリピンにおいて開催された「グローバルＣＢＰＲフォーラムワークショップ」に水島九十九専門委員が登壇し、日本における同システムに係る各種ガイドライン等の改正方針に
ついて説明した。また、2026年３月、ペルーにおいて開催された「グローバルＣＢＰＲフォーラムワークショップ」に参加し、委員会による同システムの普及促進に向けた取組状況や監視監督体制の現状等について発信し
た。さらに、日本におけるグローバルＣＢＰＲ認証取得企業の拡大を目的として、企業の個人データの越境移転の実態や具体的なニーズを踏まえた、同システムの認証取得の意義等になお一層の重点を置いた形での普及促
進を進めるべく、個人データの越境移転に係る実態等の調査を実施した。この結果、同システムの普及促進のため、認証取得の可能性がある企業のターゲティング、制度の認知度向上、認証プロセスの効率化等の提言が得
られたことから、当該調査結果を踏まえ、同システムの広報及び企業への個別説明による認証取得に向けた検討の促進を目的とする企業向けパンフレットを作成した。
・グローバルなモデル契約条項（Model Contractual Clauses：ＭＣＣ）の実現に向けた取組として、2025年７月、シンガポールにおいて、浅井祐二委員（当時）とシンガポール個人データ保護委員会（Personal Data 
Protection Commission：ＰＤＰＣ）デニス・ウォン副委員が会談を行い、ＡＳＥＡＮにおける越境データ移転に用いるモデル契約条項（ＡＳＥＡＮ ＭＣＣ）の推進に向け、欧州のモデル契約条項（Standard Contractual 
Clauses：ＳＣＣ）とのマッピングやプロモーション活動等の取組を行っている旨を聴取した。また、同年９月、日本において、手塚悟委員長と欧州委員会マイケル・マグラー委員が会談を行い、異なる法域で使用されて
いるモデル契約条項の接続の取組について意見交換を実施した。さらに、同年10月、フィリピンにおいて、フィリピン国家プライバシー委員会（The National Privacy Commission：ＮＰＣ）から、フィリピンでのＡＳＥ
ＡＮ ＭＣＣの利用推進の状況について情報収集を行なった。くわえて、令和８年２月27日、インドネシアにおいて、手塚悟委員長がインドネシア通信デジタル省（Kementerian Komunikasi dan Digital：ＫＯＭＤＩＧ
Ｉ）との間で、ＡＳＥＡＮ ＭＣＣの推進に向けた取組について意見交換を行う等、グローバルなＭＣＣの導入の実現に向けた取組を継続している。
・ＤＦＦＴを脅かすリスクである無制限なガバメントアクセスに対処するべく、2022年12月に採択された経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development：ＯＥＣＤ）加盟国等による閣僚宣
言である「民間部門が保有する個人データに対するガバメントアクセスに関する宣言」について、委員会は、ＯＥＣＤ加盟国以外においても尊重されるグローバルスタンダードとして定着していくよう、2025年５月、スイ
スにおいて、世界貿易機関（World Trade Organization：ＷＴＯ）一般理事会に際して開催された「ＷＴＯ電子商取引に関する共同声明イニシアティブワークショップ」では、ＷＴＯ電子商取引に関する共同声明イニシア
ティブに関する日本の取組として、同宣言の内容等についてＷＴＯ加盟国の大使級及び政策官庁担当官に対するプレゼンテーションを行った。また、2026年４月、ＯＥＣＤ内の「データガバナンス・プライバシー作業部会
（Working Party on Data Governance and Privacy：ＷＰＤＧＰ）」において、ＯＥＣＤプライバシーガイドラインの見直しに関する議論が開始されることから、2025年11月、フランスにおいて開催された「データガバナ
ンス・プライバシー（Data Governance and Privacy：ＤＧＰ）会合」に参加し、今後、同宣言と同ガイドラインとの整合性を担保するよう働きかけることを念頭に、同会合参加者等と意見交換等を実施した。

【成果指標】―
（個人情報を安全•円滑に越境移転できる国際環境の構築について、外国関係機関との議論の進埗やその議論の結果に依存するものであることから、定量的な評価を実施することが困難であるため。）

2023 24 25 26

目標値(件) 73 67 130 200

実　績(件) 105 173 183 -

2023 24 25 26

目標値(件) 23 23 24 18

実　績(件) 22 23 17 -

2023 24 25 26

目標値(件) 28 24 43 90

実　績(件) 49 56 79 -

2023 24 25

目標値(件) 68 74 90

実　績(件) 72 84 87

達成率(％) 105.8 113.5 96.7

2023 24 25 26

目標値(-) 180,000 378,200 446,000 850,000

実　績(-) 378,196 445,505 835,437 -

達成率(％) 210.1 117.7 187.3 -

2025 26

目標値(-) 1 2

実　績(-) 1 -

達成率(％) 100 -

301: 短期アウトカム

グローバルＣＢＰＲシステムの普及促進（認証取
得企業数の増加）

【成果指標】グローバルＣＢＰＲ認証取得企業数
(累計)

2025 26

目標値(件) - 90

実　績(件) 79 -

達成率(％) - -

2025 26

目標値(件) - 15

実　績(件) 14 -

達成率(％) - -

旧（翌年度削除）

新

新
502: 長期アウトカム

国際動向の把握と情報発信

【定性的なアウトカ厶に関する成果実績】
・国際動向の把握については、Ｇ７データ保護・プライバシー機関ラウンドテーブルやＧＰＡといった国際会議の場を通じて関係各国及び地域のデータ保護機関や個人データ保護関連の関係者とのネットワーク構築を行
うとともに、ＰＥＴｓやＡＩエージェント、ＩｏＴ（Internet of Things：ＩｏＴ）といった先端技術、こどものプライバシー、関係する規制当局間での協力の取組といった、他のデータ保護機関の問題意識について情
報収集を行った。また、令和７年11月に欧州委員会が公表したデジタル・オムニバス法案についても情報収集を行った。このように、効果的なネットワークの強化及び構築に努めており、関係者と関連情報や問題意識の
情報交換を行い、政策立案の参考となる国際動向の把握を適切に実施したが、更なる情報収集の強化が必要である。
・情報発信については、委員会が収集した個人情報保護に関する海外の法制度の情報や委員会における取組について、委員会ウェブサイト、委員会公式ＳＮＳ等を活用して国内外に向けて効果的な情報発信を行った。ま
た、委員会ウェブサイトにおける国際関係の情報へのアクセスを改善するため掲載方法の見直しも実施した。このように、委員会が収集した情報について広く対外発信し、国境を越えて活動する事業者等が利活用しやす
い有意義な情報発信を行う取組を進めたが、更なる情報発信力の強化が必要である。

【成果指標】―
（国際動向の把握と情報発信について、国内外の有識者及び事業者等の理解の状況に依存するものであることから、定量的な評価を実施することが困難であるため。）

新
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２０２6 年度行政事業レビューシート 概要 

４．個人情報の利活用及び監督に必要な経費 

 

（１）事業の目的 

 当事業は、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」という。）に基づき、「個人情報の適正か

つ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであ

ることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ための事業である。 

 

（２）現状・課題 

・2023 年４月の令和３年改正法の全面施行に伴い、地方公共団体等についても、個人情報保護法により全国

共通のルールが適用された。こうした所掌事務の拡大に対応するため、引き続き個人情報保護委員会の体制

強化と更なる専門性の向上を図るとともに、官民や地域の枠を越え、さらには国境を越えたデー夕流通や社会

全体のデジタル化に対応した個人の権利利益の保護の要請に対応する。 

・個人情報等の適正な取扱いを確保するため、国内外の事業者に対して適切かつ効率的・効果的な監督を行

うとともに、行政機関等に対し積極的な調査を行い効果的な監視を行う。また、事業者及び行政機関等に対

し、安全管理措置等に関する周知広報に積極的に取り組む。 

・ＡＩ等のデジタル技術の急速な進展等、個人情報等をめぐる国内外の状況変化等に適時適切に対応するた

め、多様な関係者とコミュニケーションを図りながら、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保

護するための取組を行う。 

・実施した実地調査等において、国の行政機関等、地方公共団体等における安全管理措匿について、改善を

要する事項が複数認められた。そのため、今後も実地調査等を実施するとともに、安全管理措置等に関する周

知・広報を積極的に行うことで、国の行政機関等、地方公共団体等、事業者における安全管理措置の底上げ

を図る必要がある。 

 

（３）事業の概要 

 個人情報保護法において、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済

社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の

権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること」が個人情報保護委員会の任務とされ

ており、その任務を達成するため、個人情報の保護及び利活用に関する施策を推進することとする。 
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（４）予算・執行 

① 予算額執行額表                                              （単位：千円） 

年度 2023 2024 2025 2026 2027 

要求額 348,491 279,000 266,133 284,483 - 

当初予算 252,000 238,539 259,775 253,598 - 

補正予算 20,000 - - - - 

前年度から 

繰越し 
- - - - - 

予備費等 - - - - - 

計 272,000 238,539 259,775 253,598 - 

執行額 184,087 99,431 165,297 - - 

執行率 67.7% 41.7% 63.6% - - 

 

② 予算内訳表                                                  （単位：千円） 

会計区分 会計 勘定 要望額 備考 

一般会計 一般会計 - - - 

  

予算種別/歳出予算項目【当初予算】 備考 予算額 翌年度要求額 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/個人情報保護業務庁費 
- 238,897 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/職員旅費 
- 9,481 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/委員等旅費 
- 3,674 - 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/諸謝金 
- 1,546 - 
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４．個人情報の利活用及び監督に必要な経費 効果発現経路（活動・成果目標等のつながり）
【２０２６年度予算：２８４，４８３千円】

101: アクティビティ

認定個人情報保護団体の
対象事業者に対して研修
会を実施し、対象事業者
の個人情報保護法の基礎
的な理解を深め、個人情
報等の適正な取扱いにつ
なげる。なお、2022年度
までは１回の研修会の参
加者を50人としていたが、
2023年度からは１回の参
加者を100人としている。

102: アクティビティ

個人情報の適正な取扱い
を確保するため、国の行
政機関等、地方公共団体
等に対して実地調査等を
実施する。

アクティビティ

301: 短期アウトカム

認定個人情報保護団体対象事業者向け研修
会における一定の満足度の確保

【成果指標】研修会開催後のアンケート
(４段階)における、「とても満足」「やや
満足」の占める割合

501: 長期アウトカム

個人情報等の適正かつ効果的な活用の促進

【定性的なアウトカ厶に関する成果実績】
認定個人情報保護団体の対象事業者向け研修会について計10回開催し、研修会参加者
からの90％以上（2023年度：93％、2024年度：90％、2025年度：92％）の高い水準の
満足度を維持しているが、認定個人情報保護団体同士の吸収合併による解散（合併時
に認定個人情報保護団体として認定）により、認定個人情報保護団体数は微減したも
のの概ね維持をした。これら取組全体により、個人情報等の適正かつ効果的な活用の
促進を行った。

【成果指標】―
（認定個人情報保護団体の対象事業者による個人情報等の適正な取扱いについて、定
量的に評価することが困難なため。）

短期アウトカム 中期アウトカム 長期アウトカム

202: アウトプット

国の行政機関等、地方公共団体等に
対する実地調査等の実施

【活動指標】実地調査等の実施件数

アウトプット

201: アウトプット

認定個人情報保護団体の対象事業者
向け研修会の開催

【活動指標】認定個人情報保護団体
の対象事業者向け研修会の開催件数

502: 長期アウトカム

国の行政機関等、地方公共団体等における安全管理措置の底上げ

【成果指標】施行状況調査の結果における、安全管理措置の規定に未整備項目がない
国の行政機関等、地方公共団体等の割合

401: 中期アウトカム

認定個人情報保護団体数

【成果指標】認定個人情報保護団体として
認定されている団体数

２０２６年度行政事業レビューシート 概要

2023 24 25 26

目標値(件) 10 10 10 10

実　績(件) 10 10 10 -

2023 24 25 26

目標値(件) 70 55 55 55

実　績(件) 65 56 51 -

2023 24 25 26

目標値(％) 90 90 90 90

実　績(％) 93 90 92 -

達成率(％) 103.3 100 102.2 -

2023 24 25 26

目標値(箇所) 45 45 42 42

実　績(箇所) 44 41 39 -

達成率(％) 97.8 91.1 92.9 -

2023 24 25 26 27

目標値(％) 100 100 100 100 100

実　績(％) 57.9 78.1 - - -

達成率(％) 57.9 78.1 - - -

旧（翌年度削除）

302: 短期アウトカム

国の行政機関等、地方公共団体等における
安全管理措置の底上げ

【成果指標】施行状況調査の結果における、
安全管理措置の規定に未整備項目がない国
の行政機関等、地方公共団体等の割合

502: 長期アウトカム

国の行政機関等、地方公共団体等における安全管理措置の底上げ

【定性的なアウトカ厶に関する成果実績】
実地調査等の対象とした機関名、指摘事項の概要等について、「個人情報保護委員会
年次報告」等に記載し、公表しているほか、具体的な指摘事項を、国の行政機関等、
地方公共団体等に対して通知し、安全管理措置の確実な実施を求めている。2025年度
において、当委員会に対して、国の行政機関等、地方公共団体の職員が参加する研修
（※）の開催要望が前年度比で増加（2025年度：28件、2024年度：11件）しており、
その内容も安全管理措置に特化したものが増加している。また、短期アウトカムの実
績のとおり、2024年度を含む直近２箇年度において、多くの調査対象機関で、個人情
報の取扱規程や情報セキュリティポリシー等で、安全管理措置に係る規定の整備が確
認された。このように、国の行政機関等、地方公共団体等において、安全管理措置の
底上げに資する取組が進んでいると考えられる。
（※）監視・監督室で対応したものを計上。また、特定個人情報の安全管理措置等に
関する説明会も含む。

参考指標
国の行政機関等、地方公共団体等における漏えい等報告の件数（法令上報告が義務

付けられているもの）
・令和５年度→1,159件
・令和６年度→1,951件
・令和７年度→2,278件
（※）「個人情報保護委員会年次報告」より

【成果指標】―
（安全管理措置については、各行政機関等において、それぞれの事務又は業務の規模
及び性質、保有個人情報の取扱状況、保有個人情報を記録した媒体の性質等に起因す
るリスクに応じて、必要かつ適切な内容を講ずる必要があるため、当委員会において、
画一的・統一的な目標を設定することは困難なため。）

新

2023 24 25 26 27

目標値(％) 100 100 100 100 100

実　績(％) 57.9 78.1 - - -

達成率(％) 57.9 78.1 - - -

新
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２０２6 年度行政事業レビューシート 概要 

５．広聴・相談業務に必要な経費 

 

（１）事業の目的 

 個人情報保護委員会（以下「委員会」という。）は、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。

以下「個人情報保護法」という。）第 132 条第２号及び第４号並びに第 169 条の規定に基づき、個人情報保護

法相談ダイヤル及びマイナンバー苦情あっせん相談窓口（以下これらを「相談ダイヤル等」という。）を設置して

いる。 

そして、相談ダイヤル等は、①個人情報保護法の解釈、個人情報保護制度及び「特定個人情報の適正な

取扱いに関するガイドライン」(以下「マイナンバーガイドライン」という。)に関する一般的な相談である「質問」に

応じるとともに、②相談者と事業者等との間に生じた個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び特定個人

情報に関する不満の要素を含む相談である「苦情」に応じており、「苦情」のうち、③相談者と事業者等との間

で自主的に解決することが難しい事案については、必要に応じて委員会が相談者の「あっせん」の申出を受け

付け、委員会が相談者と事業者等との間に立って、双方から可能な限り納得を得てそれを解決につなげること

ができるよう「あっせん」を行い、④個人情報保護法又は行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号。以下「マイナンバー法」という。）に定める義務に違反してい

るおそれがあることが明らかであり、個人の権利利益の保護の観点から問題がある事案については、その相談

の記録（以下、相談ダイヤル等に寄せられた相談の記録を全て「相談事績」という。）を委員会内の監視・監督

担当部署に提供している。 

さらに、相談ダイヤル等は、委員会が作成する FAQ の充実、委員会が定める各種ガイドライン等の改正及

び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律（令和２年法律第 44 号）附則第 10 条による個人

情報保護法の３年ごとの見直し（以下「いわゆる３年ごと見直し」という。）をはじめとする個人情報保護法の改

正に資する相談事績を委員会内の関係課室に提供する活動も行っている。 

このほか、委員会は、PPC 質問チャットも提供しており、国民から寄せられる個人情報保護法に関する基本

的な質問に対して常時対応している。これらの取組を通じて、委員会は個人情報保護法の円滑な運用の確保

を目指しているところである。 

 

（２）現状・課題 

「苦情」については、相談者と事業者等との間に生じた個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報及び特定

個人情報に関する不満の要素を含む相談であることから、相談内容や対応内容も様々であるところ、その「苦

情」を「あっせん」のみならず、監視・監督権限の行使、委員会が作成する FAQ の充実、委員会が定める各種

ガイドライン等の改正及びいわゆる３年ごと見直しをはじめとする個人情報保護法の改正等、委員会の各種活

動につなげていくためには、相談ダイヤル等の相談担当職員による「苦情」の詳細な聴き取り、そして、「苦情」

に関する相談事績の正確な作成が求められる。 

そのため、可能な限り、相談ダイヤル等の相談担当職員は、「苦情」に関するこれらの対応に注力していく必

要があるが、相談ダイヤル等には「質問」も多く寄せられていることから、相談ダイヤル等の相談担当職員は、

「苦情」のみならず「質問」についても対応する必要があり、「苦情」の詳細な聴き取り、「苦情」に関する相談事

績の正確な作成に注力することが難しい状況にある。 

したがって、PPC 質問チャットの精度を高めて、個人情報保護法の基本的な「質問」については、主として

PPC 質問チャットで対応することができるようにするとともに、国民等がそれらを解決するための手段として、相

談ダイヤル等ではなく PPC 質問チャットの利用を促すことで、相談ダイヤル等の相談担当職員が、「苦情」の

詳細な聴き取り、「苦情」に関する相談事績の正確な作成に注力することができる状況を作る必要がある。 

同時に、相談ダイヤル等における業務そのものの効率化及び業務品質の均一化により相談対応を効率化

し、相談ダイヤル等に入電した全ての苦情を受け付ける（放棄呼（相談ダイヤル等の通話管理等を行うための

システ厶である「個人情報保護委員会コンタクトセンターシステ厶」（以下「コンタクトセンターシステ厶」という。）

に着電した電話に対して、受電することができなった（相談担当職員が対応することができなかった）電話を指
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す。以下同じ。）を可能な限り発生させない）環境を整備する必要もある。 

【2021 年度】(相談件数)22,313 件(質問件数)14,137 件(相談件数に占める質問件数の割合)約 63% 

【2022 年度】(相談件数)28,401 件(質問件数)17,185 件(相談件数に占める質問件数の割合)約 61% 

【2023 年度】(相談件数)26,052 件(質問件数)15,337 件(相談件数に占める質問件数の割合)約 59% 

【2024 年度】(相談件数)25,794 件(質問件数)14,372 件(相談件数に占める質問件数の割合)約 56% 

【2025 年度】(相談件数)25,158 件(質問件数)12,954 件(相談件数に占める質問件数の割合)約 51% 

 

（３）事業の概要 

相談ダイヤル等は、①個人情報保護法の解釈、個人情報保護制度及びマイナンバーガイドラインに関する

一般的な相談である「質問」に応じるとともに、②相談者と事業者等との間に生じた個人情報、仮名加工情報、

匿名加工情報及び特定個人情報に関する不満の要素を含む相談である「苦情」に応じており、「苦情」のうち、

③相談者と事業者等との間で自主的に解決することが難しい事案については、必要に応じて委員会が相談者

の「あっせん」の申出を受け付け、委員会が相談者と事業者等との間に立って、双方から可能な限り納得を得

てそれを解決につなげることができるよう「あっせん」を行い、④個人情報保護法又はマイナンバー法に定める

義務に違反しているおそれがあることが明らかであり、個人の権利利益の保護の観点から問題がある事案につ

いては、その相談事績を委員会内の監視・監督担当部署に提供している。 

さらに、相談ダイヤル等は、委員会が作成する FAQ の充実、委員会が定める各種ガイドライン等の改正及

びいわゆる３年ごと見直しをはじめとする個人情報保護法の改正に資する相談事績を委員会内の関係課室に

提供する活動も行っている。 

このほか、委員会は、PPC 質問チャットも提供しており、国民から寄せられる個人情報保護法に関する基本

的な質問に対して常時対応している。 

 

（４）予算・執行 

① 予算額執行額表                                              （単位：千円） 

年度 2023 2024 2025 2026 2027 

要求額 5,575 1,000 501 581 - 

当初予算 6,000 1,430 501 581 - 

補正予算 - - - - - 

前年度から 

繰越し 
- - - - - 

予備費等 - - - - - 

計 6,000 1,430 501 581 - 

執行額 4,806 1,413 480 - - 

執行率 80.1% 98.8% 95.8% - - 
 

② 予算内訳表                                                  （単位：千円） 

会計区分 会計 勘定 要望額 備考 

一般会計 一般会計 - - - 

  

予算種別/歳出予算項目【当初予算】 備考 予算額 翌年度要求額 

一般会計/内閣府/個人情報保護委員会/個人

情報保護委員会/個人情報保護業務庁費 
- 581 - 

個人情報保護委員会 その他 - - - 
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５．広聴・相談業務に必要な経費 効果発現経路（活動・成果目標等のつながり）
【２０２６年度予算：５８１千円】

101: アクティビティ

相談ダイヤル等における
業務そのものの効率化、
業務品質の均一化及びＰ
ＰＣ質問チャットの精度
を高めて、個人情報保護
法の基本的な「質問」に
ついては、主としてＰＰ
Ｃ質問チャットで対応す
ることができるようにす
るとともに、ＰＰＣ質問
チャットの利便性の向上
等を実現することで、相
談ダイヤル等及びＰＰＣ
質問チャットに寄せられ
た相談について適切な対
応を行い、もって個人情
報保護法の円滑な運用を
確保する。

102: アクティビティ

委員会の各種活動に資す
る相談事績を適切な関係
課室に適時に提供するこ
とで、委員会の各種活動
を促進し、もって個人情
報保護法の円滑な運用を
確保する。

アクティビティ

301: 短期アウトカム

相談者は、相談ダイヤル等の相談担当職員に相談に応じ
てもらいやすくなる。

【成果指標】コンタクトセンターシステムにより取得で
きた応答率（相談ダイヤル等における着電呼数（件）を
入電呼数（件）で除して、100を乗じたもの）

302: 短期アウトカム

ＰＰＣ質問チャットの利用者が増加する。

【成果指標】ＰＰＣ質問チャット利用件数

304: 短期アウトカム

委員会が作成するＦＡＱの充実、委員会が定める各種ガ
イドライン等の改正が実現する。

【成果指標】関係課室に提供した相談事績が根拠となり
改正又は新設された委員会が作成するＦＡＱ、委員会が
定める各種ガイドライン等が改正又は作成された件数

401: 中期アウトカム

相談者は、相談ダイヤル等の相談担当職員
から「苦情」に十分な時間を充てて対応し
てもらえるようになる。

【成果指標】相談ダイヤル等に寄せられた
相談件数に占める苦情件数の割合

501: 長期アウトカム

相談ダイヤル等の相談担当職員が、「あっせん」を行うこと
が適切な「苦情」について、「あっせん」の申出として受け
付け、相談者と事業者等の双方から納得を得て解決につなげ
ることで、個人情報保護法の円滑な運用を確保する。

【成果指標】あっせん申出受付件数
※あっせんの対象となる相談者や事業者等は様々であること
から、飽くまでも参考値にすぎない。相談ダイヤル等の相談
担当職員が相談者や事業者等に対する聴取に時間を要したり、
事業者等が当方の示したあっせん案の受入れ可否の判断に時
間を要したりする場合もある。

503: 長期アウトカム

いわゆる３年ごと見直しをはじめとする個人情報保護法の改
正がなされて、個人情報保護法の円滑な運用が確保される。

【成果指標】関係課室に提供した相談事績が根拠となり改正
又は新設された個人情報保護法等の項目数

504: 長期アウトカム

監視・監督権限の行使がなされて、個人情報保護法及びマイ
ナンバー法に定める義務に違反している事業者等における対
応が是正される。

【成果指標】監視・監督担当部署に提供した相談事績が端緒
となり監視・監督権限が行使された事案の数（総合的な案内
所（個人情報保護相談ダイヤル）及びマイナンバー苦情あっ
せん相談窓口の受付状況（四半期報告）において公表された
ものに限る。）

短期アウトカム 中期アウトカム 長期アウトカム

202: アウトプット

相談ダイヤル等の相談担当職員のレベルに応じた内部
研修及び外部研修の実施計画を策定の上、これらの研
修を実施し、相談ダイヤル等の相談担当職員に個人情
報保護法や委員会が定める各種ガイドライン等に係る
知識を取得させたり、電話応対能力やクレーム対応能
力を向上させたりして、相談ダイヤル等における業務
そのものの効率化、業務品質の均一化を図る。

【活動指標】内部研修及び外部研修の実施数

203: アウトプット

ＰＰＣ質問チャットが個人情報保護法に関する基本的
な質問に的確に回答できるようにして、ＰＰＣ質問
チャットの利便性向上を図る。

【活動指標】会話カード（※）の追加・更新数
※ＰＰＣ質問チャットを提供するためのシステム

（2025年４月１日からはコンタクトセンターシステ
ム）に事前に登録する質問及び回答。

アウトプット

201: アウトプット

相談ダイヤル等に寄せられた相談の分析を適切に行い、
基礎的な又は頻出の相談、あるいは対応が難しい相談
に対する回答例（以下「質問カード」という。）を作
成し、それを相談ダイヤル等の相談担当職員等が適時
に確認できるようにして、相談ダイヤル等における業
務そのものの効率化及び業務品質の均一化を図る。

【活動指標】質問カードの作成・更新数

204: アウトプット

監視・監督権限の行使、委員会が作成するＦＡＱの
充実、委員会が定める各種ガイドライン等の改正、
いわゆる３年見直しをはじめとする個人情報保護法
の改正等、委員会の各種活動に資すると判断した相
談事績を適切な関係課室に適時に提供する。

【活動指標】関係課室に提供した相談事績数

２０２６年度行政事業レビューシート 概要

303: 短期アウトカム

利用者のＰＰＣ質問チャットに対する満足度が増加する。

【成果指標】ＰＰＣ質問チャットの満足度

502: 長期アウトカム

相談ダイヤル等の相談担当職員が、「あっせん」を行うこと
が適切な「苦情」について、「あっせん」の申出として受け
付け、相談者と事業者等の双方から納得を得て解決につなげ
ることで、個人情報保護法の円滑な運用を確保する。

【成果指標】あっせん解決率

2023 24 25 26 27

目標値(件) 30 80 130 40 100

実　績(件) 33 87 104 - -

2023 24 25 26 27

目標値(回) 5 10 10 10 15

実　績(回) 6 10 10 - -

2023 24 25 26 27

目標値(件) 433 60 80 80 100

実　績(件) 52 79 372 - -

2023 24 25 26 27

目標値(件) 2,000 2,300 3,000 3,000 3,000

実　績(件) 2,136 3,086 11,078 - -

2024 25 26 27

目標値(％) - 90 90 90

実　績(％) - 70 - -

達成率(％) - 78.8 - -

2023 24 25 26 27

目標値(件) - 11,550 12,700 13,900 15,000

実　績(件) 10,577 11,782 12,248 - -

達成率(％) - 102 96.4 - -

2025 26 27

目標値(％) - 47 50

実　績(％) 45 - -

達成率(％) - - -

2024 25 26 27
目標値(件) 3 3 3 3
実　績(件) 0 1 - -
達成率(％) 0 33.3 - -

2023 24 25 26 27

目標値(％) - 35 37 38 39

実　績(％) 33.4 35 39 - -

達成率(％) - 100 105.4 - -

2023 24 25 26

目標値(件) 47 47 41 15

実　績(件) 39 41 15 -

達成率(％) 83 87.2 36.6 -

2025 26

目標値(％) - 93

実　績(％) 93 -

達成率(％) - -

2024 25 26 27

目標値(件) - 4 4 4

実　績(件) 5 0 - -

達成率(％) - 0 - -

2024 25 26 27 28

目標値(件) - 3 3 3 3

実　績(件) - 0 - - -

達成率(％) - 0 - - -

新

新
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